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民
事
手
続
判
例
研
究

民
事
手
続
研
究
会

第
三
者
が
再
審
の
訴
え
提
起
と
と
も
に
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出

を
す
る
際
に
そ
の
要
件
と
し
て
確
定
判
決
の
効
力
を
受
け
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
し
て
当
該
申
出
が
却
下
さ
れ
た
事
例

知
財
高
裁
平
成
三
〇
年
三
月
一
九
日
判
決
（
平
成
三
〇
年
（
ネ
）

第
一
〇
〇
〇
八
号
、
独
立
当
事
者
参
加
事
件
）、
申
出
却
下
、

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、LEX

/D
B

文
献
番
号
二
五
五
四
九
三

三
八

松　

本　

卓　

朗

【
事
実
の
概
要
】

　

小
説
家
で
あ
っ
た
Ａ
（
故
人
）
の
孫
で
あ
る
Ｘ
は
、
Ａ
の
生
前
著

し
た
未
発
表
・
全
集
未
収
録
作
品
を
載
せ
た
書
籍
（
以
下
「
本
件
書

（86－4－89）

籍
」
と
い
う
）
が
編
集
著
作
物
で
あ
り
、
Ｘ
が
そ
の
編
集
著
作
者
で

あ
る
と
こ
ろ
、
出
版
社
で
あ
る
Ｙ
に
よ
る
本
件
書
籍
の
複
製
・
販
売

が
Ｘ
の
有
す
る
編
集
著
作
物
に
係
る
著
作
権
（
複
製
権
・
譲
渡
権
）

お
よ
び
著
作
者
人
格
権
（
氏
名
表
示
権
）
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る

旨
主
張
し
て
、
Ｙ
に
対
し
て
、
本
件
書
籍
の
複
製
・
販
売
の
差
止
め
、

本
件
書
籍
の
廃
棄
・
そ
の
版
下
デ
ー
タ
の
消
去
、
著
作
権
お
よ
び
著

作
者
人
格
権
侵
害
の
不
法
行
為
に
対
す
る
損
害
賠
償
、
謝
罪
広
告
等

の
掲
載
を
求
め
た
（
以
下
「
基
本
事
件
」
と
い
う
）。

　

第
一
審
の
東
京
地
裁
は
、
Ｘ
が
本
件
書
籍
の
編
集
著
作
者
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
と
し
て
Ｘ
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
し
た（

１
）。

Ｘ
が
控

訴
を
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
審
の
知
財
高
裁
は
同
様
の
理
由
で
Ｘ
の
控

訴
を
棄
却
す
る
判
決
（
以
下
「
本
件
判
決
」
と
い
う
）
を
し
た（

２
）。

Ｘ

は
こ
れ
に
対
し
、
上
告
お
よ
び
上
告
受
理
の
申
立
て
を
し
た
も
の

の
、
最
高
裁
は
上
告
棄
却
・
上
告
不
受
理
決
定
を
し（

３
）、

本
件
判
決
は

確
定
し
た
。

　

そ
の
後
、
Ａ
の
娘
で
あ
り
か
つ
Ｘ
の
母
親
で
あ
る
Ｚ
は
、
本
件
書

籍
の
編
集
を
Ｘ
と
共
同
し
て
行
っ
て
お
り
、
編
集
料
の
一
部
を
受
領

す
る
権
利
が
あ
る
旨
主
張
し
、
基
本
事
件
の
控
訴
裁
判
所
で
あ
る
知

財
高
裁
に
対
し
、
本
件
判
決
の
取
消
し
、
Ｙ
か
ら
Ｚ
へ
の
編
集
料
の

支
払
い
、
Ｙ
の
本
件
書
籍
に
つ
い
て
の
編
集
著
作
権
の
不
存
在
確
認

等
を
求
め
て
再
審
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
ま
た
同
日
、
基
本
事
件
に
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つ
き
、
民
事
訴
訟
法
四
七
条
に
よ
り
Ｘ
と
Ｙ
を
相
手
方
と
し
て
独
立

当
事
者
参
加
の
申
出
を
し
た
。
受
訴
裁
判
所
の
裁
判
長
は
、
再
審
の

訴
え
に
つ
い
て
Ｚ
に
対
し
て
補
正
命
令
を
発
し
、
同
命
令
送
達
の
日

か
ら
十
日
以
内
に
民
事
訴
訟
法
三
三
八
条
一
項
所
定
の
再
審
の
事
由

を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
同
命
令
の
謄
本
は

Ｚ
に
送
達
さ
れ
た
が
、
Ｚ
は
上
記
期
間
内
に
上
記
事
由
を
記
載
し
た

書
面
を
提
出
し
な
か
っ
た
た
め
、
裁
判
長
は
再
審
訴
状
を
却
下
す
る

命
令
を
し
た
。
そ
の
後
、
同
命
令
の
謄
本
は
Ｚ
に
送
達
さ
れ
、
送
達

日
に
同
命
令
は
確
定
し
た
。
同
命
令
確
定
後
、
独
立
当
事
者
参
加
の

申
出
を
却
下
す
る
判
決
が
な
さ
れ
て
い
る（

４
）（

以
下
「
平
成
二
九
年
知

財
高
判
」
と
い
う
）。
ま
た
、
同
命
令
に
対
し
て
は
、
抗
告
許
可
の

申
立
て
お
よ
び
特
別
抗
告
が
な
さ
れ
た
が
、
抗
告
不
許
可
決
定
・
特

別
抗
告
棄
却
決
定
が
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
れ
て
い
る（

５
）。

　

以
上
の
よ
う
な
事
案
の
経
過
の
下
、
本
件
に
お
い
て
、
Ｚ
は
再
度

基
本
事
件
に
つ
い
て
同
様
の
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る
と
と
も
に
独

立
当
事
者
参
加
の
申
出
を
し
た
。

【
判
旨
】

申
出
却
下

「
⑴ 

本
件
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
は
、
参
加
人
（
Ｚ
）
が
、
本

件
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
再
審
開
始
の
決
定

が
確
定
し
た
場
合
の
訴
訟
に
独
立
当
事
者
参
加
を
す
る
旨
申

し
出
た
事
案
で
あ
り
、
本
件
再
審
の
訴
え
が
、
原
告
適
格
を

有
す
る
者
に
よ
り
さ
れ
た
適
法
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
る
。　

　

⑵ 

再
審
の
訴
え
は
、
前
訴
訟
の
判
決
が
確
定
し
た
後
に
当
該
判

決
に
そ
の
効
力
を
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
欠
陥

が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
、
具
体
的
正
義
の
た
め
法

的
安
定
を
犠
牲
に
し
て
も
、
当
該
判
決
の
取
消
し
を
許
容
し

よ
う
と
す
る
非
常
手
段
で
あ
る
か
ら
、
当
該
判
決
の
効
力
を

受
け
る
者
に
対
し
、
そ
の
不
利
益
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
訴
え
の
提
起
を
許
す
も
の
と
解
さ
れ
る

（
最
高
裁
昭
和
四
二
年
（
ヤ
）
第
二
〇
号
同
四
六
年
六
月
三
日

第
一
小
法
廷
判
決
・
裁
判
集
民
事
一
〇
三
号
八
七
頁
）。
し
た

が
っ
て
、
確
定
判
決
に
対
す
る
再
審
の
訴
え
の
原
告
適
格
を

有
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
当
該
確
定
判
決
の
効
力
を
受
け

る
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
中
略
）
…
…
Ｚ
は
、
基

本
事
件
に
対
し
て
本
件
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る
と
こ
ろ
、

上
記
の
と
お
り
、
基
本
事
件
は
、
控
訴
人
（
Ｘ
）
が
、
被
控

訴
人
（
Ｙ
）
に
対
し
損
害
賠
償
等
を
請
求
し
た
訴
え
で
あ
り
、

本
件
判
決
は
こ
れ
を
棄
却
す
る
確
定
判
決
で
あ
る
。
そ
し
て
、

Ｚ
は
、
基
本
事
件
の
当
事
者
で
は
な
く
、
口
頭
弁
論
終
結
後
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の
承
継
人
等
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
判
決
の
効
力
を
受

け
る
者
で
は
な
い
（
民
事
訴
訟
法
一
一
五
条
）。

　

し
た
が
っ
て
、
Ｚ
が
本
件
再
審
の
訴
え
の
原
告
適
格
を
有

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

⑶ 

な
お
、
Ｚ
は
、
本
件
判
決
に
つ
き
、
民
事
訴
訟
法
三
三
八
条

一
項
三
号
所
定
の
再
審
事
由
が
存
在
す
る
と
し
て
、
本
件
再

審
の
訴
え
を
提
起
す
る
と
と
も
に
本
件
独
立
当
事
者
参
加
の

申
出
を
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
Ｚ
は
本
件
判
決
の
効
力
を
受
け
る
者
で
は
な
い

た
め
、
本
件
再
審
の
訴
え
の
原
告
適
格
を
有
す
る
者
で
あ
る

と
い
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
記
⑵
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｚ
が
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件

再
審
の
訴
え
の
原
告
適
格
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
と
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

⑷ 

以
上
の
と
お
り
、
Ｚ
が
本
件
再
審
の
訴
え
の
原
告
適
格
を
有

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
再
審
の
訴
え
は
不

適
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
記
⑴
の
と
お
り
、
本
件
独
立
当

事
者
参
加
の
申
出
は
、
本
件
再
審
の
訴
え
が
適
法
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
独
立
当
事
者
参

加
の
申
出
も
不
適
法
で
あ
る
。」

　

な
お
、
本
件
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
と
同
時
に
提
起
さ

（86－4－91）

れ
た
再
審
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
と
同
日
に
当
該
再

審
の
訴
え
を
却
下
す
る
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る（

６
）。

【
評
釈
】

　

本
判
決
に
つ
き
、
結
論
に
お
い
て
妥
当
だ
が
、
理
由
づ
け
に
疑
問

が
あ
る
。
ま
た
、
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
と
独
立
当
事
者
参
加
申
出

却
下
判
決
の
処
理
に
疑
問
が
あ
る
。

一　

は
じ
め
に

　

本
判
決
の
意
義
の
一
つ
目
は
、
判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
第
三
者

に
よ
る
再
審
の
訴
え
に
つ
き
、
独
立
当
事
者
参
加
の
一
般
的
な
要
件

を
検
証
せ
ず
に
、
当
該
第
三
者
が
確
定
判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
こ

と
を
以
っ
て
再
審
原
告
適
格
を
否
定
し
た
点
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
ま
ず
、
再
審
原
告
適
格
は
前
訴
の
確
定
判
決
の
効
力

を
受
け
る
者
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
本
件
再
審
原
告
が
確

定
判
決
の
効
力
を
受
け
る
者
で
は
な
い
と
し
て
第
三
者
の
再
審
原
告

適
格
を
否
定
し
、
再
審
の
訴
え
を
不
適
法
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
次

い
で
、
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
が
適
法
な
再
審
の
訴
え
を
前
提
と

し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、
本
件
再
審
の
訴
え
が
不
適
法
で
あ
る
こ

と
か
ら
本
件
参
加
申
出
も
不
適
法
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
時
、
最
決
平
成
二
五
年
一
一
月
二
一
日
民
集
六
七
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巻
八
号
一
六
八
六
頁
（
以
下
「
平
成
二
五
年
最
決
」
と
い
う
」）
が
、

確
定
判
決
の
効
力
を
受
け
る
第
三
者
が
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る
と

同
時
に
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
を
す
る
こ
と
で
再
審
原
告
適
格
を

肯
定
し
う
る
旨
判
示
し
た
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
本
判
決
は
、
再

審
原
告
適
格
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
参
加
申
出
を
不
適
法
却
下
し
て

お
り
、
原
告
適
格
の
有
無
と
独
立
当
事
者
参
加
の
適
法
性
に
つ
き
判

断
構
造
が
逆
転
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
、
第
三
者
の
再

審
原
告
適
格
を
判
断
す
る
際
に
、
本
件
と
平
成
二
五
年
最
決
の
判
断

構
造
が
整
合
し
て
い
る
か
に
つ
き
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
判
断
構
造
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
再
審
の
訴
え
と
同
時
に
な

さ
れ
る
独
立
当
事
者
参
加
が
通
常
の
訴
訟
係
属
中
の
参
加
と
性
質
を

同
じ
く
す
る
の
か
を
、
要
件
等
と
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
判
決
の
意
義
の
二
つ
目
は
、
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
と
独
立
当

事
者
参
加
申
出
却
下
判
決
を
同
日
に
行
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二

つ
の
裁
判
を
す
る
場
合
に
、
後
に
な
さ
れ
る
裁
判
の
時
期
が
先
に
な

さ
れ
た
裁
判
の
確
定
後
で
あ
る
べ
き
か
、
或
い
は
確
定
前
で
あ
っ
て

も
許
容
さ
れ
う
る
の
か
に
つ
き
議
論
が
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
二
つ

の
裁
判
を
同
日
に
処
理
し
た
場
合
に
そ
の
是
非
が
問
わ
れ
う
る
。

そ
こ
で
、
本
評
釈
で
は
、
第
三
者
に
よ
る
再
審
の
原
告
適
格
と
訴

訟
参
加
の
形
式
（
二
）、
独
立
当
事
者
参
加
の
要
件
と
再
審
原
告
適
格

の
関
連
性
（
三
）、
再
審
の
訴
え
が
却
下
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
独
立

当
事
者
参
加
の
申
出
の
処
理
（
四
）
に
つ
い
て
関
連
す
る
学
説
・
判

例
を
概
観
し
、
本
判
決
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
（
五
）。

二　

第
三
者
に
よ
る
再
審
の
原
告
適
格
と
訴
訟
参
加
の
形
式

１　

学
説

　

学
説
に
お
い
て
は
、
第
三
者
に
よ
る
再
審
の
訴
え
提
起
の
可
否
に

つ
き
、
独
立
当
事
者
参
加
に
よ
る
説
と
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
に
よ

る
説
と
に
大
別
さ
れ
る（

７
）。

前
者
（
通
説
）
に
よ
れ
ば
、
判
決
の
効
力
が
第
三
者
に
及
び
、
判

決
の
取
消
し
に
つ
い
て
固
有
の
利
益（

８
）を

有
す
る
第
三
者
は
、
独
立
参

加
の
形
式
に
よ
り
、
前
訴
の
当
事
者
を
共
同
被
告
と
し
て
再
審
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る（

９
）。

こ
れ
に
対
し
、
後
者
に
よ
れ
ば
、
民
訴
法
四
五
条
一
項
が
補
助
参

加
人
に
も
再
審
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

判
決
の
効
力
を
受
け
、
か
つ
判
決
の
取
消
し
に
つ
い
て
固
有
の
利
益

を
有
す
る
第
三
者
は
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
人
と
し
て
再
審
の
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
（1
（

。
も
っ
と
も
、
補
助
参
加
人
に
認
め
ら

れ
る
こ
の
権
能
は
被
参
加
人
の
た
め
の
再
審
申
立
権
で
あ
り
、
補
助

参
加
人
が
再
審
原
告
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
な
い
と
解
さ
れ

る
）
（（
（

。
ま
た
、
第
三
者
で
あ
る
補
助
参
加
人
が
自
己
に
対
す
る
手
続
保

障
の
瑕
疵
を
再
審
事
由
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い

（法政研究 86－4－92）
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う
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

上
記
の
ほ
か
、
第
三
者
に
よ
る
再
審
の
訴
え
の
形
式
と
し
て
、
第

三
者
が
直
接
に
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る
方
法

）
（1
（

や
共
同
訴
訟
参
加
の

申
出
と
と
も
に
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
う
る
が
、
い
ず
れ
の
方
法
も

学
説
で
は
支
持
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る

）
（1
（

。

２　

判
例

第
三
者
の
再
審
原
告
適
格
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
最
判
平
成
元

年
一
一
月
一
〇
日
民
集
四
三
巻
一
〇
号
一
〇
八
五
頁
（
以
下
「
平
成

元
年
最
判
」
と
い
う
）
が
あ
る
。
事
案
は
、
亡
父
の
子
が
検
察
官
を

被
告
と
し
て
提
起
し
た
認
知
請
求
の
認
容
判
決
に
対
し
、
亡
父
の
実

子
お
よ
び
養
子
が
前
訴
の
原
告
被
告
を
相
手
方
と
し
て
再
審
の
訴
え

を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
独
立
当
事
者
参
加
の
形
式
は
と

ら
れ
て
い
な
い
。
同
最
判
は
、「
再
審
の
訴
え
の
原
告
は
確
定
判
決

の
本
案
に
つ
い
て
も
訴
訟
行
為
を
な
し
う
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
」

と
し
、
本
案
の
当
事
者
適
格
を
有
し
な
い
実
子
・
養
子
ら
の
再
審
原

告
適
格
を
否
定
し
、
再
審
の
訴
え
を
却
下
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
第
三
者
の
再
審
原
告
適
格
を
肯
定
し
う
る
と
し
た

事
例

）
（1
（

と
し
て
平
成
二
五
年
最
決
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
株
式
会
社
の
成

立
後
に
お
け
る
株
式
の
発
行
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す

る
確
定
判
決
の
効
力
を
受
け
る
株
主
が
、
自
分
が
同
新
株
発
行
に
係

る
株
式
の
株
主
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
再
審
の
訴
え
を
提
起

す
る
と
と
も
に
、
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
を
し
た
事
案
で
あ
る
。

同
最
決
は
、
ま
ず
、
職
権
で
第
三
者
の
再
審
原
告
適
格
に
つ
い
て
判

断
し
、「
新
株
発
行
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
確
定
判

決
の
効
力
を
受
け
る
第
三
者
は
、
再
審
原
告
と
し
て
上
記
確
定
判
決

に
対
す
る
再
審
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
し
て
も
、
上
記
確
定
判
決
に

係
る
訴
訟
の
当
事
者
で
は
な
い
以
上
、
上
記
訴
訟
の
本
案
に
つ
い
て

の
訴
訟
行
為
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
上
記
確
定
判
決
の
判
断
を
左

右
で
き
る
地
位
に
は
な
い
」
と
し
、
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
が
で
き

る
者
で
あ
れ
ば
直
ち
に
再
審
原
告
適
格
を
有
す
る
と
し
た
原
審
の
決

定
の
見
解
を
否
定
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
第
三
者
に
本
案

に
お
け
る
当
事
者
適
格
を
要
求
す
る
平
成
元
年
最
判
を
受
け
、「
上
記

第
三
者
が
上
記
再
審
の
訴
え
を
提
起
す
る
と
と
も
に
独
立
当
事
者
参

加
の
申
出
を
し
た
場
合
に
は
、
上
記
第
三
者
は
、
再
審
開
始
の
決
定

が
確
定
し
た
後
、
当
該
独
立
当
事
者
参
加
に
係
る
訴
訟
行
為
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
合
一
確
定
の
要
請
を
介
し
、
上
記
確
定
判
決
の
判

断
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
判
示
し
、
再
審
原

告
適
格
の
有
無
に
つ
い
て
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
べ
く
原
審
に
差
し
戻

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
判
例
に
お
い
て
は
独
立
当
事
者
参
加
の
形
式
に
よ

る
こ
と
で
判
決
の
効
力
を
受
け
る
第
三
者
に
再
審
原
告
適
格
が
肯
定

さ
れ
う
る
と
さ
れ
て
お
り
、
第
三
者
が
再
審
を
行
う
途
が
一
応
は
確

（86－4－93）
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立
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

三　

独
立
当
事
者
参
加
の
要
件
と
再
審
原
告
適
格
の
関
連
性

１　

再
審
の
訴
え
と
と
も
に
す
る
独
立
当
事
者
参
加
の
要
件

　

通
常
の
独
立
当
事
者
参
加
の
要
件
と
し
て
訴
訟
の
係
属
、
請
求
の

定
立
、
詐
害
防
止
参
加
ま
た
は
権
利
主
張
参
加
が
一
般
に
挙
げ
ら
れ

る
と
こ
ろ

）
（1
（

、
再
審
の
訴
え
提
起
と
と
も
に
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出

が
な
さ
れ
た
場
合
に
こ
れ
ら
の
要
件
が
な
お
も
維
持
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
が
あ
る
。

ま
ず
、
訴
訟
係
属
要
件
に
つ
き
、
学
説
で
は
、
独
立
訴
訟
参
加
の

申
出
時
に
必
要
と
さ
れ
る
訴
訟
係
属
は
潜
在
的
な
も
の
で
足
り
、
参

加
人
は
確
定
判
決
後
で
あ
っ
て
も
参
加
申
出
と
と
も
に
再
審
の
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

）
（1
（

、
平
成
二
五
年
最
決
も
同
様
の

立
場
を
と
る

）
（1
（

。

次
に
、
請
求
定
立
要
件
に
つ
き
、
多
数
説
で
は
詐
害
防
止
参
加
・

権
利
主
張
参
加
の
い
ず
れ
の
通
常
の
参
加
に
つ
い
て
も
請
求
の
定
立

が
必
要
と
さ
れ

）
（1
（

、
判
例
も
最
決
平
成
二
六
年
七
月
一
〇
日
判
時
二
二

三
七
号
四
二
頁
（
以
下
「
平
成
二
六
年
最
決
」
と
い
う
）
が
第
三
者

に
よ
る
再
審
に
お
け
る
独
立
当
事
者
参
加
に
つ
き
請
求
の
定
立
を
要

求
す
る

）
11
（

。
た
だ
し
、
学
説
の
中
に
は
不
要
と
す
る
見
解
も
あ
る

）
1（
（

。

詐
害
防
止
参
加
の
要
件

）
11
（

お
よ
び
権
利
主
張
参
加
の
要
件

）
11
（

に
つ
い
て

は
、
平
成
二
五
年
最
決
は
第
三
者
に
よ
る
再
審
に
お
け
る
独
立
当
事

者
参
加
が
詐
害
防
止
参
加
・
権
利
主
張
参
加
の
い
ず
れ
の
場
合
に
認

め
ら
れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
同
最
決
の

調
査
官
解
説
は
そ
の
要
件
を
満
た
せ
ば
い
ず
れ
の
場
合
で
も
よ
い
と

す
る

）
11
（

。
そ
の
参
加
要
件
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
に
よ
る
再
審
に
お

け
る
詐
害
防
止
参
加
の
要
件
を
通
常
の
要
件
よ
り
も
限
定
的
に
解
す

る
立
場
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
に
よ
る
再
審
が
独
立
当
事
者

参
加
に
よ
る
と
き
は
、
本
訴
当
事
者
の
主
張
し
う
る
も
の
を
超
え
た

事
由
の
主
張
を
第
三
者
に
許
す
べ
く
独
立
当
事
者
参
加
の
形
式
を
借

用
し
て
い
る
と
す
る
見
解
が
あ
り

）
11
（

、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
詐
害
防
止
参

加
の
要
件
を
満
た
す
地
位
に
あ
る
第
三
者
が
参
加
申
出
さ
え
す
れ
ば

再
審
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
第
三
者
に

判
決
効
が
及
ぶ
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
詐
害
防
止
参

加
が
再
審
と
同
時
に
な
さ
れ
る
場
合
と
本
案
係
属
中
で
な
さ
れ
る
場

合
と
で
要
件
が
変
容
す
る
部
分
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
る

）
11
（

。

２ 　

判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
第
三
者
に
よ
る
再
審
の
訴
え
の
適
法

性

　

判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
第
三
者
に
再
審
の
訴
え
が
そ
も
そ
も
認

め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
り
う
る
。
通
説
で
は
「
判

決
の
効
力
を
受
け
る
第
三
者
」
が
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
を
す
る

（法政研究 86－4－94）
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こ
と
に
よ
っ
て
当
該
第
三
者
に
再
審
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
う
る
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、「
判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
第
三
者
」
に

つ
い
て
は
応
答
を
し
て
い
な
い
、
或
い
は
否
定
的
な
態
度
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
平
成
二
五
年
最
決
で
は
事
例
が
判
決
の
効
力
を
受
け
る

第
三
者
が
再
審
の
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
判
決
効

を
受
け
な
い
第
三
者
の
問
題
は
同
最
決
の
射
程
外
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
第
三
者
に
再
審
原
告
適
格
が
認

め
ら
れ
る
余
地
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

下
級
審
裁
判
例
で
は
、
名
古
屋
地
判
昭
和
三
九
年
三
月
六
日
判
時

三
七
二
号
三
二
頁

）
11
（

（
以
下
「
昭
和
三
九
年
名
古
屋
地
判
」
と
い
う
）

お
よ
び
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
七
月
二
八
日
判
時
一
三
一
七
号
九
四

頁
）
11
（

（
以
下
「
昭
和
六
三
年
東
京
地
判
」
と
い
う
）
が
、
判
決
の
効
力

を
受
け
な
い
第
三
者
が
提
起
し
た
再
審
の
訴
え
に
つ
き
、
第
三
者
に

前
訴
の
判
決
効
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
原
告
適
格
を
否
定

し
て
い
る
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
通
常
の
独
立
当
事
者
参
加

が
訴
訟
係
属
中
の
訴
訟
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
再
審
の
訴
え
が
判

決
確
定
後
の
訴
訟
行
為
で
あ
る
と
い
う
違
い
を
踏
ま
え
、
判
決
確
定

後
は
法
律
関
係
の
安
定
の
要
請
が
働
き
、
既
判
力
等
を
覆
す
範
囲
を

拡
大
す
る
解
釈
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る

）
11
（

。

　

他
方
、
判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
第
三
者
に
つ
い
て
も
再
審
原
告

適
格
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
適
法
な
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
が
あ
る
限
り
は
第
三

者
も
四
〇
条
準
用
を
介
し
て
前
訴
の
本
案
に
つ
い
て
訴
訟
追
行
が
可

能
に
な
る
と
い
う
理
屈
が
、
判
決
効
の
及
ば
な
い
第
三
者
に
よ
る
場

合
に
も
共
通
す
る
と
し
て
、
判
決
効
の
拡
張
を
受
け
な
い
第
三
者
が

適
法
な
詐
害
防
止
参
加
ま
た
は
権
利
主
張
参
加
の
申
出
を
し
た
場
合

に
も
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る

）
11
（

。
ま
た
、
第
三

者
異
議
の
訴
え
等
の
執
行
法
上
の
手
続
に
よ
っ
て
で
は
第
三
者
に
不

都
合
が
生
じ
う
る
こ
と
に
触
れ
、
判
決
確
定
前
に
お
い
て
詐
害
参
加

が
可
能
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
既
判
力
の
拡
張
の
有
無
を
問
わ
ず
に

広
く
再
審
の
可
能
性
を
開
く
べ
き
こ
と
を
説
く
見
解
も
あ
る

）
1（
（

。

四�　

再
審
の
訴
え
が
却
下
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
独
立
当
事
者
参
加

の
申
出
の
処
理

１　

学
説

　

再
審
の
訴
え
と
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
が
不
適
法
と
し
て
退
け

ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
に
は
、
再
審
の
訴
え
が
先
に
却
下
さ
れ
る
場
合

と
、
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
が
先
に
却
下
さ
れ
る
場
合
と
が
あ

る
。
平
成
二
五
年
最
決
の
調
査
官
解
説

）
11
（

に
よ
れ
ば
、
前
者
の
場
合
に

つ
き
、
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
（
或
い
は
請
求
棄
却
決
定
）
が
確
定

し
た
と
き
は
、
潜
在
的
な
訴
訟
係
属
の
要
件
を
欠
く
た
め
独
立
当
事

者
参
加
を
不
適
法
却
下
す
る
判
決
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
上

（86－4－95）
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記
決
定
は
上
訴
審
で
覆
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
参
加
申

出
却
下
判
決
は
上
記
決
定
が
確
定
す
る
ま
で
保
留
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
さ
れ
る

）
11
（

。

２　

裁
判
例

平
成
八
年
改
正
以
前
で
は
、
再
審
の
訴
え
の
不
適
法
却
下
が
先
行

す
る
裁
判
例
と
し
て
昭
和
三
九
年
名
古
屋
地
判
お
よ
び
昭
和
六
三
年

東
京
地
判
が
あ
る
。
両
判
決
は
、
再
審
の
訴
え
を
却
下
す
る
と
同
時

に
、
再
審
訴
訟
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
独
立
当
事
者
参
加

の
申
立
も
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
、
独
立
当
事
者
参
加
の
一
般
的
な

要
件
を
検
証
す
る
こ
と
な
く
参
加
申
立
を
却
下
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
平
成
八
年
の
法
改
正
に
よ
り
再
審
の
訴
え
を
却
下
す
る

裁
判
の
形
式
は
決
定
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
が

）
11
（

、
法
改
正
後
の
裁
判

例
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

平
成
二
五
年
最
決
の
第
一
審
で
は
、
再
審
請
求
棄
却
決
定
が
な
さ

れ
た
後
、
そ
の
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
期
間
の
経
過
前
に
、
訴
訟

係
属
を
欠
く
こ
と
を
理
由
に
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
を
却
下
す
る

判
決
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。

　

ま
た
、
基
本
事
件
を
本
評
釈
の
対
象
事
件
と
同
じ
く
す
る
平
成
二

九
年
知
財
高
判
は
、
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
、
再
審
請
求
棄
却
決
定

等
が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
潜
在
的
な
訴
訟
係
属
を
欠
き
、
独
立
当

事
者
参
加
の
申
出
が
不
適
法
な
も
の
と
な
る
と
し
、
再
審
訴
状
却
下

の
命
令
の
送
達
お
よ
び
確
定
後
に
参
加
申
出
を
却
下
し
た
。

３　

決
定
の
確
定
時
期

　

平
成
八
年
の
法
改
正
以
前
で
は
再
審
の
訴
え
却
下
・
請
求
棄
却
の

裁
判
の
形
式
が
「
判
決
」
で
あ
り
、
判
決
は
上
訴
等
の
異
議
申
立
て

の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
に
「
確
定
」
す
る
と
解
さ
れ
た

）
11
（

。
法
改
正

に
よ
り
こ
れ
ら
の
裁
判
の
形
式
が
「
決
定
」
と
な
っ
た
こ
と
で
、
裁

判
の
確
定
時
期
が
い
つ
と
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　

決
定
・
命
令
は
、
送
達
等
の
相
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法

）
11
（

で
告
知
す

る
こ
と
に
よ
り
効
力
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
（
一
一
九
条
）。
再
審
関

連
で
は
、
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
、
再
審
請
求
棄
却
決
定
、
再
審
開

始
決
定
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
決
定
が
な
さ
れ
た
裁
判
所
お
よ
び
異
議

申
立
手
段
に
よ
っ
て
確
定
時
期
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
簡
裁
・
地

裁
・
家
裁
で
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
決
定
に
対
し
て
即
時
抗
告
が
で

き
る
（
三
四
七
条
）
た
め
、
決
定
の
告
知
と
同
時
に
決
定
は
確
定
し

な
い
。
即
時
抗
告
の
提
起
は
決
定
の
確
定
を
遮
断
し
、
執
行
停
止
の

効
果
を
有
す
る
（
三
三
四
条
一
項
）
と
さ
れ

）
11
（

、
即
時
抗
告
期
間
（
決

定
の
告
知
か
ら
一
週
間
の
不
変
期
間
（
三
三
二
条
））
経
過
後
に
決

定
が
確
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
高
裁
・
最
高
裁
が
し
た
決
定
に
対
し
て
は
即
時
抗
告
が
で

き
ず
、
高
裁
の
し
た
決
定
に
対
し
て
一
定
の
期
間
内
（
裁
判
の
告
知

を
受
け
て
か
ら
五
日
の
不
変
期
間
（
三
三
六
条
二
項
・
三
三
七
条
六

（法政研究 86－4－96）
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項
））
に
特
別
抗
告
（
三
三
六
条
）
ま
た
は
抗
告
許
可
の
申
立
て
（
三

三
七
条
）
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る

）
11
（

。
た
だ
し
、
特
別
抗
告
の
提
起
・

抗
告
許
可
の
申
立
て
は
原
決
定
を
遮
断
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
然

に
原
裁
判
の
執
行
を
停
止
す
る
効
果
も
な
い
と
解
さ
れ
る
た
め

）
11
（

、
告

知
に
よ
っ
て
決
定
が
確
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
再
審
訴
状
却
下
命
令
に
対
し
て
も
同
様
に
再
審
原
告
は
即

時
抗
告
が
で
き
る
（
三
四
一
条
・
一
三
七
条
三
項
）
が
、
高
裁
の
裁

判
長
が
訴
状
却
下
命
令
を
し
た
場
合
に
は
、
特
別
抗
告
・
許
可
抗
告

が
で
き
る
に
と
ど
ま
り
、
訴
状
却
下
命
令
も
決
定
と
同
様
の
扱
い
と

な
ろ
う

）
1（
（

。

訴
え
却
下
の
裁
判
の
確
定
時
期
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
理
解
が
正

し
い
と
す
れ
ば
、
昭
和
三
九
年
名
古
屋
地
判
、
昭
和
六
三
年
東
京
地

判
、
平
成
二
五
年
最
決
の
第
一
審
は
、
再
審
の
訴
え
却
下
判
決
・
再

審
請
求
棄
却
決
定
が
確
定
す
る
前
に
参
加
申
出
を
却
下
し
て
い
る
の

に
対
し
、
平
成
二
九
年
知
財
高
判
は
再
審
訴
状
却
下
命
令
が
確
定
し

た
後
に
参
加
申
出
を
却
下
し
て
い
る
と
い
え
る

）
11
（

。
決
定
が
確
定
す
る

ま
で
参
加
申
出
が
保
留
さ
れ
る
と
す
る
調
査
官
解
説

）
11
（

の
処
理
と
の
比

較
で
は
、
平
成
二
九
年
知
財
高
判
は
同
処
理
に
沿
う
も
の
で
あ
る

が
、
他
の
三
つ
の
裁
判
例
は
そ
の
結
論
が
同
処
理
と
齟
齬
す
る

）
11
（

。

五　

本
判
決
の
検
討

１　

再
審
原
告
適
格
の
判
断
に
つ
い
て

本
判
決
は
、
第
三
者
が
確
定
判
決
の
効
力
を
受
け
る
者
で
は
な
い

こ
と
を
理
由
に
再
審
原
告
適
格
を
認
め
ず
、
再
審
の
本
案
審
理
が
行

わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
独
立
当
事
者
参
加
も
不
適
法
で
あ
る
と

判
断
し
た
点
で
、
昭
和
三
九
年
名
古
屋
地
判
や
昭
和
六
三
年
東
京
地

判
と
結
論
を
同
じ
く
す
る
。

他
方
、
平
成
二
五
年
最
決
（
お
よ
び
こ
れ
を
踏
襲
す
る
平
成
二
六

年
最
決
）
の
判
断
構
造
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
り
う
る
。
平
成
二

五
年
最
決
が
再
審
の
訴
え
提
起
・
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
と
い
う

い
わ
ば
合
せ
技
を
用
い
て
第
三
者
に
再
審
原
告
適
格
を
認
め
う
る

（
す
な
わ
ち
、
参
加
申
出
を
介
し
て
再
審
の
訴
え
を
適
法
た
ら
し
め

う
る
）
旨
判
示
し
た
の
に
対
し
、
本
判
決
は
第
三
者
に
再
審
原
告
適

格
が
な
い
た
め
に
再
審
の
訴
え
を
不
適
法
と
し
、
ま
た
、
独
立
当
事

者
参
加
の
申
出
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
般
的
な
要
件
を
検
証
す
る
こ

と
な
く
、
再
審
の
訴
え
が
不
適
法
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
以
っ
て
参
加

申
出
を
不
適
法
と
し
て
お
り
、
両
者
の
判
断
構
造
が
逆
転
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
仮
に
平
成
二
五
年
最
決
を
、「
判
決
の
効
力
を
受

け
る
第
三
者
」
が
再
審
の
訴
え
と
と
も
に
適
法
な
独
立
当
事
者
参
加

の
申
出
を
し
た
場
合
に
再
審
原
告
適
格
が
例
外
的
に
認
め
ら
れ
う
る

と
い
う
趣
旨
と
し
て
読
む
な
ら
ば
、
本
判
決
の
第
三
者
は
判
決
の
効

（86－4－97）
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力
を
受
け
る
者
で
は
な
い
た
め
、
再
審
原
告
適
格
を
認
め
な
か
っ
た

本
判
決
と
平
成
二
五
年
最
決
は
整
合
す
る
。
平
成
二
五
年
最
決
お
よ

び
本
件
の
判
断
構
造
に
従
え
ば
、
再
審
の
訴
え
提
起
と
独
立
当
事
者

参
加
の
申
出
が
な
さ
れ
た
と
き
、
確
定
判
決
の
効
力
が
第
三
者
に
及

ぶ
か
否
か
が
先
ず
以
っ
て
審
査
さ
れ
、
効
力
が
及
ぶ
場
合
に
は
、
独

立
当
事
者
参
加
の
適
法
性
、
次
い
で
再
審
事
由
の
存
否
が
審
査
さ
れ

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
効
力
が
及
ば
な
い
場
合
に
は
、
独
立
当

事
者
参
加
の
一
般
的
な
要
件
の
審
査
は
な
さ
れ
ず
、
再
審
の
訴
え
却

下
決
定
と
と
も
に
参
加
申
出
も
却
下
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
判
断
構
造
を
容
認
す
る
こ
と
の
是
非
に

つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
平
成
二
五
年
最
決
は
、
独
立
当
事

者
参
加
の
申
出
を
し
た
第
三
者
に
再
審
原
告
適
格
を
認
め
る
根
拠
を

当
該
第
三
者
が
「
確
定
判
決
の
判
断
を
左
右
で
き
る
地
位
」
に
あ
る

こ
と
に
求
め
る
が
、
判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
第
三
者
に
つ
い
て
も

適
法
な
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
を
介
し
て
確
定
判
決
の
判
断
を
左

右
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

詐
害
防
止
参
加
の
要
件
と
し
て
判
決
効
説
を
採
る
場
合
は
格
別
、
判

例
・
多
数
説
が
と
る
詐
害
意
思
説
の
も
と
で
は
判
決
効
を
受
け
る
か

否
か
は
独
立
当
事
者
参
加
の
適
法
性
の
要
件
と
し
て
必
ず
し
も
要
求

さ
れ
な
い
た
め
、
判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
こ
と
を
以
っ
て
直
ち
に

第
三
者
を
再
審
の
途
か
ら
排
除
す
る
の
は
、
通
常
の
独
立
当
事
者
参

加
と
整
合
し
な
い
。「
借
用
論
」
の
よ
う
に
第
三
者
に
よ
る
再
審
で
は

独
立
当
事
者
参
加
の
要
件
が
変
容
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る
見
方
が
あ

る
と
い
え
ど
も
、
第
三
者
に
よ
る
再
審
が
独
立
当
事
者
参
加
の
形
式

を
採
っ
て
い
る
が
故
に
平
成
二
六
年
最
決
が
請
求
の
定
立
を
要
求
し

た
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
要
件
に
つ
い
て
も
通
常
の
独
立
当
事
者
参
加

と
同
様
に
扱
い
、
通
常
の
独
立
当
事
者
参
加
の
要
件
を
満
た
し
さ
え

す
れ
ば
第
三
者
に
よ
る
再
審
に
お
け
る
参
加
申
出
も
適
法
と
す
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
で
は
、
判
決
の
効
力

を
直
接
受
け
な
い
第
三
者
（
反
射
効
が
及
ぶ
者
や
判
決
の
効
力
を
事

実
上
受
け
る
者
等
）
で
あ
っ
て
も
適
法
な
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出

を
す
る
限
り
は
再
審
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
、
前
訴
に
客
観
的
な
詐

害
行
為
が
あ
れ
ば
、
再
審
の
途
が
拓
け
る
可
能
性
が
あ
ろ
う

）
11
（

。

ま
た
近
時
、
再
審
に
お
け
る
申
立
て
と
の
関
連
で
再
審
原
告
適
格

を
論
じ
る
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
再
審
は
確
定
判
決
の
取
消
し

を
求
め
る
申
立
て
と
本
案
請
求
に
つ
い
て
の
申
立
て
と
に
区
別
さ
れ
、

本
案
の
請
求
に
つ
い
て
当
事
者
適
格
を
有
し
な
い
第
三
者
で
あ
っ
て

も
確
定
判
決
の
取
消
し
を
求
め
る
当
事
者
と
し
て
再
審
原
告
適
格
が

肯
定
さ
れ
う
る
と
す
る

）
11
（

。
こ
の
見
解
を
借
り
れ
ば
、
独
立
当
事
者
参

加
の
適
法
性
は
、
単
に
本
案
の
審
理
に
お
い
て
訴
訟
行
為
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
り
、
再
審
原
告
適
格
の
問
題
と
は

切
り
離
し
て
審
査
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
第
三
者
で
あ
っ
て
も

直
ち
に
再
審
原
告
適
格
が
否
定
さ
れ
な
い
方
法
と
し
て
、
適
法
な
独

立
当
事
者
参
加
の
申
出
が
あ
る
限
り
再
審
原
告
適
格
を
認
め
る
方
法

と
、
参
加
申
出
の
適
法
性
に
か
か
わ
り
な
く
確
定
判
決
の
取
消
し
を

求
め
る
当
事
者
と
し
て
再
審
原
告
適
格
を
認
め
る
方
法
を
挙
げ
た

が
、
何
れ
の
方
法
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
該
第
三
者
に
再
審
に
よ
る

救
済
を
与
え
る
べ
き
か
否
か
は
再
審
事
由
の
審
査
の
段
階
（
平
成
二

五
年
最
決
が
示
す
と
こ
ろ
の
三
号
事
由
の
該
当
性
判
断
）
で
具
体
的

事
案
に
即
し
て
判
断
さ
れ
よ
う
。
本
評
釈
の
立
場
と
し
て
は
、
判
例

に
よ
り
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
を
介
し
て
再
審
原
告
適
格
を
肯
定

し
う
る
途
が
既
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
後
者
の
方
法
が
言
う
第

三
者
に
判
決
の
効
力
を
受
け
な
い
者
が
含
ま
れ
う
る
の
か
に
つ
き
な

お
も
検
討
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
差
し
当
た
り
前
者
の
方
法
の
ほ
う

が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

２ 　

再
審
の
訴
え
却
下
決
定
と
独
立
当
事
者
参
加
申
出
却
下
判
決
の

処
理
に
つ
い
て

　

本
判
決
で
は
、
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
と
独
立
当
事
者
参
加
申
出

却
下
判
決
が
同
日
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
両
者
の
先
後
関
係
が

問
題
と
な
る
が
、
再
審
の
訴
え
が
不
適
法
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
参

加
申
出
も
不
適
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
訴
え
却

下
決
定
が
先
に
な
さ
れ
、
そ
の
後
、
参
加
申
出
却
下
判
決
が
な
さ
れ

た
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
の
確
定
時
期
に
つ
い
て
は
、
同
決

定
が
知
財
高
裁
で
な
さ
れ
た
こ
と
や
、
送
達
等
で
同
決
定
の
告
知
が

な
さ
れ
る
前
に
参
加
申
出
却
下
判
決
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
る

と
、
参
加
申
出
を
却
下
す
る
本
判
決
が
な
さ
れ
た
時
に
は
同
決
定
が

未
確
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
決

定
確
定
前
に
参
加
申
出
を
却
下
し
た
本
件
の
処
理
は
、
再
審
訴
状
却

下
命
令
の
確
定
後
に
参
加
申
出
を
却
下
し
た
平
成
二
九
年
知
財
高
判

に
お
け
る
処
理
と
矛
盾
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
が
な
さ
れ
、
送
達
・
決
定
確

定
と
同
時
に
参
加
申
出
が
却
下
さ
れ
た
場
合
に
、
後
に
特
別
抗
告
や

許
可
抗
告
等
に
よ
り
同
決
定
が
覆
る
裁
判
が
な
さ
れ
る
と
再
審
手
続

が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
時
、
既
に
却
下
さ
れ
て
し

ま
っ
た
参
加
申
出
を
再
度
行
う
必
要
が
あ
る

）
11
（

。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う

な
参
加
申
出
の
手
間
や
費
用
を
軽
減
す
べ
く
、
送
達
等
に
よ
る
決
定

確
定
と
同
時
に
参
加
申
出
を
却
下
す
る
の
で
は
な
く
、
特
別
抗
告
や

許
可
抗
告
等
の
結
果
よ
っ
て
同
決
定
が
覆
う
る
こ
と
を
考
慮
し
、
特

別
抗
告
の
提
起
・
抗
告
許
可
の
申
立
て
の
期
間
経
過
後
に
、
或
い
は

特
別
抗
告
の
提
起
・
抗
告
許
可
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
当
該

裁
判
の
結
果
が
出
た
後
に
、
参
加
申
出
を
却
下
す
る
よ
う
な
処
理
の

方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
現
に
平
成
二
九
年
知
財
高
判
も
、
送
達
に
よ

（86－4－99）
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る
命
令
確
定
直
後
で
は
な
く
、
当
該
命
令
に
つ
い
て
の
抗
告
許
可
の

申
立
て
に
対
す
る
不
許
可
決
定
が
な
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
か
ら
、
参

加
申
出
を
却
下
す
る
よ
う
な
処
理
を
行
っ
て
い
る

）
11
（

。

本
件
に
つ
い
て
言
え
ば
、
訴
え
却
下
決
定
の
確
定
前
に
独
立
当
事

者
参
加
の
申
出
を
却
下
し
た
こ
と
は
、
特
別
抗
告
の
提
起
や
抗
告
許

可
の
申
立
て
に
よ
り
決
定
が
覆
る
可
能
性
を
考
慮
す
れ
ば
妥
当
で
は

な
く
、
ま
た
、
訴
え
却
下
決
定
は
特
別
抗
告
の
提
起
・
抗
告
許
可
の

申
立
期
間
の
経
過
を
待
つ
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る

）
11
（

。

六　

お
わ
り
に

本
判
決
は
、
第
三
者
が
再
審
の
訴
え
提
起
と
と
も
に
独
立
当
事
者

参
加
の
申
出
を
す
る
場
合
に
、
そ
の
要
件
と
し
て
、
再
審
の
訴
え
が

適
法
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
当
該
第
三
者
が
確
定
判
決

の
効
力
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ

れ
は
平
成
二
五
年
最
決
の
判
断
構
造
と
整
合
し
う
る
が
、
そ
の
判
断

構
造
自
体
の
是
非
に
つ
い
て
は
な
お
も
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
訴
え

却
下
決
定
と
参
加
申
出
却
下
判
決
の
処
理
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
裁

判
が
覆
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
決
定
確
定
後
に
参
加
申
出
を
却

下
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
者
に
よ
る
再
審
の
議
論
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
明
治

民
訴
法
に
あ
っ
た
詐
害
再
審
の
規
定
を
削
除
し
た
こ
と
に
は
立
法
論

的
に
批
判
が
あ
り
、
近
時
、
詐
害
再
審
の
復
活
に
関
し
て
の
立
法
提

案
も
な
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
第
三
者
に
よ
る
再
審
が
現
行
法
の
も
と
に
お

い
て
解
釈
論
に
よ
り
許
容
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
立
法
論
と
し
て
解

決
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
が
問
わ
れ
う
る
と
こ
ろ
、
諸
外
国
の
法
制
度

に
目
を
向
け
る
と
第
三
者
に
よ
る
再
審
の
制
度
を
明
文
で
規
定
す
る

も
の
が
あ
る

）
1（
（

。
第
三
者
に
よ
る
再
審
の
解
釈
論
の
構
築
、
或
い
は
立

法
に
よ
る
制
度
設
計
に
資
す
べ
く
、
比
較
法
も
含
め
、
今
後
更
な
る

検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（
１
）
東
京
地
判
平
成
二
七
年
一
月
二
二
日
（
裁
判
所H

P

参
照
、
平
成

二
五
年
（
ワ
）
第
二
二
五
四
一
号
）。

（
２
）
知
財
高
判
平
成
二
八
年
一
月
二
七
日
（
裁
判
所H

P

参
照
、
平
成

二
七
年
（
ネ
）
第
一
〇
〇
二
二
号
）。

（
３
）
最
決
平
成
二
八
年
六
月
二
三
日
（LEX

/D
B

文
献
番
号
二
五
五
四

四
三
八
四
、
平
成
二
八
年
（
オ
）
第
六
四
五
号
お
よ
び
平
成
二
八
年

（
受
）
第
八
一
〇
号
）。

（
４
）
知
財
高
判
平
成
二
九
年
九
月
五
日
（
裁
判
所H

P

参
照
、
平
成
二

九
年
（
ネ
）
一
〇
〇
六
七
号
）。

（
５
）
平
成
二
九
年
八
月
七
日
に
再
審
訴
状
却
下
命
令
が
確
定
し
た
後
、

Ｚ
は
当
該
命
令
を
不
服
と
し
て
同
月
一
〇
日
に
特
別
抗
告
の
提
起
お

よ
び
抗
告
許
可
の
申
立
て
を
行
っ
て
い
る
（
東
京
地
裁
保
存
訴
訟
記

録
参
照
、
平
成
二
九
年
（
ラ
ク
）
一
〇
〇
〇
二
号
お
よ
び
平
成
二
九

（法政研究 86－4－100）
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年
（
ラ
許
）
一
〇
〇
〇
四
号
、
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
閲
覧
）。
抗

告
許
可
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
九
年
九
月
四
日
に
知
財
高

裁
に
よ
り
不
許
可
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
別
抗
告
に
つ
い
て
は
、

同
年
一
一
月
一
五
日
に
最
高
裁
に
よ
り
棄
却
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
知
財
高
決
平
成
三
〇
年
三
月
一
九
日
（
東
京
地
裁
保
存
訴
訟
記
録

参
照
、
平
成
三
〇
年
（
ム
）
第
一
〇
〇
〇
一
号
、
令
和
元
年
一
二
月

一
三
日
閲
覧
）。
な
お
、
再
審
の
訴
え
却
下
に
係
る
同
決
定
謄
本
（
お

よ
び
独
立
当
事
者
参
加
申
出
却
下
に
係
る
判
決
正
本
）
は
同
月
二
一

日
に
送
達
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
訴
訟
参
加
の
形
式
に
関
す
る
学
説
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
石
橋
英

典
「
判
批
」
同
法
六
六
巻
三
号
（
二
〇
一
四
）
二
四
六
―
二
四
八
頁
、

同
「
判
批
」
同
法
六
六
巻
六
号
（
二
〇
一
五
）
二
二
五
―
二
二
六
頁
、

畑
宏
樹
「
詐
害
再
審
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
上
野
泰
男
古
稀
『
現
代

民
事
手
続
の
法
理
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
）
四
四
八
―
四
五
一
頁
な

ど
が
詳
し
い
。

（
８
）「
固
有
の
利
益
」
要
件
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
お
い
て
そ
の
内
容

が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
判
例
（
平
成
二
五

年
最
決
）
も
明
示
的
に
は
要
求
し
て
い
な
い
（
菱
田
雄
郷
「
判
批
」

リ
マ
ー
ク
ス
五
一
号
（
二
〇
一
五
）
一
三
一
頁
参
照
）。

（
９
）
兼
子
一
『
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
〔
増
補
版
〕』（
酒
井
書
店
、
一

九
六
五
）
四
八
五
頁
、
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
〔
第
五
版
〕』（
弘

文
堂
、
二
〇
一
一
）
九
四
五
頁
、
高
橋
宏
志
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟

法
（
下
）〔
第
二
版
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
）
七
九
四
頁
。

な
お
、
高
橋
教
授
は
独
立
当
事
者
参
加
・
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の

い
ず
れ
で
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
（
同
七
九
八
頁
）。

（
10
）
三
谷
忠
之
『
民
事
再
審
の
法
理
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
八
）

三
三
一
頁
、
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
六
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇

一
八
）
七
七
二
頁
、
松
本
博
之
＝
上
野
泰
男
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
八

版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
）
七
八
五
頁
。

（
11
）
伊
藤
・
前
掲
注
（
10
）
七
七
二
頁
、
加
波
眞
一
「
判
批
」
リ
マ
ー

ク
ス
四
七
号
（
二
〇
一
三
）
一
二
八
頁
参
照
。

（
12
）
伊
藤
・
前
掲
注
（
10
）
七
七
二
頁
、
石
渡
哲
「
判
批
」
判
時
一
三

三
三
号
（
一
九
九
〇
）
二
〇
八
頁
参
照
。
三
谷
・
前
掲
注
（
10
）
三
三

四
―
三
三
五
頁
は
、
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
の
場
合
で
も
補
助
参
加
人

は
自
己
に
関
わ
る
事
由
を
再
審
事
由
と
し
て
主
張
で
き
る
と
す
る
。

（
13
）
例
え
ば
、
か
つ
て
明
治
民
訴
法
が
規
定
し
て
い
た
詐
害
再
審
制
度

の
廃
止
は
立
法
の
過
誤
で
あ
っ
た
と
し
て
、
解
釈
論
で
詐
害
再
審
を

認
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
鈴
木
正
裕
「
判
決
の
反
射
的
効
果
」

判
タ
二
六
一
号
（
一
九
七
一
）
一
〇
―
一
二
頁
）。

（
14
）
石
橋
・
前
掲
注
（
７
）
二
二
六
頁
（
二
〇
一
五
）
参
照
。

（
15
）
そ
の
ほ
か
、
再
審
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
下
級
審
裁
判
例
と
し
て
、

大
阪
高
決
平
成
一
五
年
一
二
月
一
六
日
判
タ
一
一
五
二
号
二
八
七
頁

が
あ
る
。

（
16
）
伊
藤
・
前
掲
注
（
10
）
六
九
一
―
六
九
六
頁
参
照
。

（
17
）
伊
藤
・
前
掲
注
（
10
）
六
九
四
頁
。

（
18
）
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
知
財
高
判
平
成
二
九
年
が
同
旨
の

判
断
を
し
て
い
る
。

（
19
）
兼
子
・
前
掲
注
（
９
）
四
一
四
頁
、
新
堂
・
前
掲
注
（
９
）
八
三
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二
頁
、
伊
藤
・
前
掲
注
（
10
）
六
九
四
―
六
九
五
頁
。

（
20
）
請
求
の
定
立
を
必
要
と
す
る
下
級
審
裁
判
例
と
し
て
、
名
古
屋
地

判
昭
和
三
九
年
三
月
六
日
下
民
集
一
五
巻
三
号
四
八
八
頁
が
あ
る
。

（
21
）
例
え
ば
、
渡
辺
森
児
「
詐
害
判
決
で
あ
る
こ
と
を
再
審
事
由
と
す

る
第
三
者
再
審
の
可
否
」
近
法
六
五
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
八
）
一

四
二
頁
、
岡
田
幸
宏
「
第
三
者
に
よ
る
再
審
の
訴
え
に
つ
い
て
」
徳

田
和
幸
古
稀
『
民
事
手
続
法
の
現
代
的
課
題
と
理
論
的
解
明
』（
弘
文

堂
、
二
〇
一
七
）
四
九
八
頁
、
間
渕
清
史
「
判
批
」
判
時
二
二
六
五

号
（
二
〇
一
五
）
一
六
四
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
22
）
学
説
上
、
判
決
効
説
・
詐
害
意
思
説
・
利
害
関
係
説
・
紛
争
処
理

説
が
対
立
し
て
お
り
、
詐
害
意
思
説
が
多
数
の
支
持
を
得
て
い
る
ほ

か
、
判
例
も
客
観
的
な
詐
害
性
を
重
視
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
（
兼

子
一
ほ
か
『
条
解
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
）

二
五
一
―
二
五
三
頁
、
三
木
浩
一
ほ
か
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
）
五
八
二
頁
参
照
）。
ま
た
近
時
、
福
岡
高
判

平
成
三
〇
年
三
月
一
九
日
（
裁
判
所H

P

参
照
、
平
成
二
九
年
（
ネ
）

第
四
九
三
号
）
が
詐
害
防
止
参
加
お
よ
び
権
利
主
張
参
加
の
要
件
に

つ
き
判
示
し
て
い
る
。

（
23
）
参
加
人
の
請
求
と
本
訴
の
請
求
と
が
論
理
的
に
両
立
し
得
な
い
関

係
に
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
通
説
に
よ
れ
ば
請
求
の
趣
旨
の
レ
ベ

ル
で
両
立
し
得
な
い
関
係
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
（
新
堂
・
前

掲
注
（
９
）
八
三
三
頁
、
高
橋
・
前
掲
注
（
９
）
五
〇
五
頁
）。

（
24
）
谷
村
武
則
「
判
解
」
最
判
解
民
事
篇
平
成
二
五
年
度
（
二
〇
一
六
）

五
二
八
頁
。

（
25
）
堀
野
出
「
判
批
」
法
セ
増
（
新
判
例
解
説W

atch

）
一
五
号
（
二

〇
一
四
）
一
四
八
頁
。
ま
た
、
富
越
和
厚
「
判
解
」
最
判
解
民
事
篇

平
成
元
年
度
（
一
九
九
一
）
三
七
二
頁
、
渡
辺
・
前
掲
注
（
21
）
一

三
三
・
一
四
二
頁
も
同
旨
の
指
摘
を
す
る
。

（
26
）
高
橋
・
前
掲
注
（
９
）
七
九
四
頁
。

（
27
）
取
締
役
選
任
株
主
総
会
決
議
不
存
在
確
認
判
決
に
対
し
当
該
株
主

総
会
決
議
に
よ
っ
て
代
表
取
締
役
に
選
任
さ
れ
た
株
主
が
再
審
の
訴
え

提
起
し
た
事
案
で
あ
る
。
事
案
で
は
、
原
判
決
が
訴
訟
を
告
知
す
る

た
め
の
公
告
な
く
再
審
原
告
ら
第
三
者
不
知
の
間
に
行
わ
れ
た
こ
と
か

ら
、
原
判
決
に
つ
い
て
対
世
効
が
認
め
ら
れ
ず
、
判
決
の
効
力
が
再
審

原
告
に
及
ば
な
い
こ
と
を
理
由
に
再
審
原
告
適
格
が
否
定
さ
れ
た
。

（
28
）
建
物
抵
当
権
に
基
づ
く
競
売
開
始
決
定
お
よ
び
差
押
登
記
を
得
た

抵
当
権
者
が
、
目
的
建
物
の
所
有
者
（
賃
貸
人
）
の
賃
借
人
に
対
す

る
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
を
認
容
す
る
確
定
判
決
の
取
消
し
を
求

め
て
再
審
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

（
29
）
渡
辺
・
前
掲
注
（
21
）
一
四
一
頁
。

（
30
）
八
田
卓
也
「
判
批
」
金
法
二
〇
〇
五
号
（
二
〇
一
四
）
七
四
頁
。

（
31
）
岡
田
・
前
掲
注
（
21
）
四
九
八
頁
。

（
32
）
谷
村
・
前
掲
注
（
24
）
五
二
八
―
五
二
九
頁
。

（
33
）
な
お
、
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
独
立
当
事
者
参
加
申
出
却
下

判
決
の
確
定
前
に
再
審
の
訴
え
を
却
下
す
る
処
理
を
許
容
し
う
る
と

す
る
見
解
が
あ
る
（
菱
田
雄
郷
「
判
批
」
平
二
九
重
判
解
（
二
〇
一
八
）

一
二
九
頁
）。

（
34
）
な
お
、
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
に
つ
い
て
の
裁
判
の
形
式
に
関
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し
て
は
、
参
加
申
出
自
体
が
一
つ
の
訴
訟
行
為
で
あ
る
た
め
、
訴
え

提
起
の
実
質
を
重
視
し
、
四
四
条
一
項
の
異
議
に
基
づ
く
決
定
手
続

で
は
な
く
、
口
頭
弁
論
に
基
づ
く
判
決
に
よ
っ
て
適
法
性
に
関
す
る

判
断
が
示
さ
れ
る
（
伊
藤
・
前
掲
注
（
10
）
六
九
六
頁
）。

（
35
）
平
成
二
五
年
最
決
の
決
定
書
に
は
、「
記
録
に
よ
れ
ば
、
原
々
審
が
、

平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
に
本
件
再
審
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
棄
却

す
る
決
定
を
し
た
後
、
本
件
独
立
当
事
者
参
加
の
申
出
に
係
る
事
件

に
お
い
て
は
、
同
年
四
月
三
日
、
訴
訟
係
属
を
欠
く
こ
と
を
理
由
に

同
申
出
を
却
下
す
る
判
決
が
さ
れ
」
た
と
の
記
述
が
あ
る
。

（
36
）
旧
民
訴
法
四
九
八
条
。
ま
た
、
現
行
民
訴
法
一
一
六
条
も
同
様
の

趣
旨
で
あ
る
。

（
37
）
有
効
な
告
知
の
方
法
と
し
て
、
送
達
の
ほ
か
直
接
交
付
や
通
常
の

郵
送
で
も
可
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
口
頭
弁
論
中
に
な
さ
れ
る
決
定
・

命
令
は
そ
の
期
日
中
に
言
い
渡
せ
ば
告
知
し
た
こ
と
に
な
る
（
秋
山

幹
男
ほ
か
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』（
日
本

評
論
社
、
二
〇
〇
六
）
五
二
〇
―
五
二
一
頁
参
照
）。

（
38
）
秋
山
幹
男
ほ
か
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅶ
』（
日
本
評

論
社
、
二
〇
一
六
）
七
八
頁
参
照
。

（
39
）
秋
山
ほ
か
・
前
掲
注
（
38
）
七
八
頁
参
照
。

（
40
）
秋
山
幹
男
ほ
か
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅵ
』（
日
本
評

論
社
、
二
〇
一
四
）
四
五
六
・
四
六
三
頁
参
照
。

（
41
）
秋
山
幹
男
ほ
か
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅲ
〔
第
二
版
〕』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
）
一
四
七
頁
参
照
。

（
42
）
再
審
訴
状
却
下
命
令
を
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
や
再
審
請
求
棄
却

決
定
と
同
様
に
扱
う
こ
と
の
当
否
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
菱
田
・

前
掲
注
（
33
）
一
二
九
頁
は
こ
れ
を
正
当
と
評
す
る
。

（
43
）
谷
村
・
前
掲
注
（
24
）
五
二
八
―
五
二
九
頁
。

（
44
）
菱
田
・
前
掲
注
（
33
）
一
二
九
頁
は
、
法
改
正
以
前
の
名
古
屋
地

判
昭
和
三
九
年
・
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
に
つ
い
て
は
、
再
審
の
訴

え
却
下
と
参
加
申
出
却
下
の
裁
判
の
形
式
が
と
も
に
判
決
で
あ
り
、

双
方
に
つ
い
て
上
訴
が
な
さ
れ
た
場
合
も
併
合
審
理
に
よ
り
ま
と
め

て
処
理
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
、
現
行
法
と
は
前
提
を
異
に
す

る
点
を
指
摘
す
る
。
他
方
、
平
成
二
五
年
最
決
の
第
一
審
の
処
理
に

つ
い
て
は
、
抗
告
認
容
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
決
定
確
定
前

に
参
加
申
出
却
下
判
決
を
す
る
の
は
無
用
な
負
担
な
い
し
混
乱
を
生

ぜ
し
め
る
と
し
て
否
定
的
に
評
す
る
。

（
45
）
た
だ
し
、
通
常
の
独
立
当
事
者
参
加
の
要
件
を
第
三
者
に
よ
る
再

審
の
場
合
に
も
維
持
す
る
と
な
る
と
、
権
利
主
張
参
加
の
要
件
を
満

た
す
場
合
に
も
参
加
申
出
が
適
法
と
な
り
、
再
審
原
告
適
格
を
有
す

る
第
三
者
の
対
象
範
囲
が
広
く
な
り
す
ぎ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

（
46
）
青
木
哲
「
再
審
の
訴
え
に
お
け
る
原
告
適
格
と
「
本
案
の
審
理
及

び
裁
判
」
に
つ
い
て
」
神
戸
六
八
巻
四
号
（
二
〇
一
九
）
一
七
―
一

八
頁
。

（
47
）
参
加
申
出
を
却
下
す
る
本
判
決
は
訴
訟
判
決
で
あ
る
が
、
訴
訟
判

決
は
訴
訟
要
件
の
欠
缺
に
つ
い
て
既
判
力
を
有
す
る
（
秋
山
ほ
か
・

前
掲
注
（
37
）
四
四
二
頁
）。
本
判
決
は
却
下
理
由
と
さ
れ
た
独
立
当

事
者
参
加
の
一
般
的
な
要
件
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
平
成
二
九
年

知
財
高
判
の
よ
う
に
訴
訟
係
属
要
件
の
欠
缺
が
却
下
理
由
で
あ
る
と
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解
せ
ば
、
参
加
申
出
却
下
判
決
後
に
再
審
の
訴
え
却
下
決
定
や
再
審

請
求
棄
却
決
定
等
が
覆
っ
た
場
合
や
適
法
な
再
審
の
訴
え
を
行
っ
た

場
合
に
は
潜
在
的
な
訴
訟
係
属
が
復
活
し
、
再
び
参
加
申
出
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
48
）
平
成
二
九
年
知
財
高
判
の
事
案
で
は
、
再
審
訴
状
却
下
命
令
確
定

（
平
成
二
九
年
八
月
七
日
）
後
、
当
該
命
令
に
対
す
る
抗
告
許
可
の
申

立
て
が
な
さ
れ
て
お
り
、
抗
告
不
許
可
決
定
（
同
年
九
月
四
日
）
が

な
さ
れ
た
翌
日
に
独
立
当
事
者
参
加
申
出
却
下
判
決
（
同
月
五
日
）

が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
命
令
の
「
確
定
後
」
に
参
加
申
出
が
却
下
さ

れ
た
と
い
う
帰
結
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
知
財
高
判
に
よ
れ
ば
、
同

命
令
は
送
達
に
よ
り
確
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
抗
告
不
許
可
決
定

を
待
つ
こ
と
な
く
、
命
令
の
送
達
・
確
定
と
同
時
に
参
加
申
出
を

却
下
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
財

高
裁
が
参
加
申
出
却
下
判
決
の
実
施
を
命
令
送
達
時
で
は
な
く
抗
告

不
許
可
決
定
時
ま
で
待
っ
た
の
は
、
抗
告
許
可
の
申
立
て
に
よ
っ
て

同
命
令
が
覆
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
参
加
申
出
却
下
判
決
を
慎
重
に

行
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
（
事
案
の

経
過
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
５
）
も
参
照
）。

（
49
）
本
件
と
は
異
な
り
、
仮
に
地
裁
等
の
決
定
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、

即
時
抗
告
が
可
能
で
あ
り
、
告
知
に
よ
っ
て
直
ち
に
は
同
決
定
が
確

定
し
な
い
た
め
、
即
時
抗
告
期
間
経
過
後
に
参
加
申
出
を
却
下
す
る

処
理
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
50
）三
木
浩
一
＝
山
本
和
彦
編『
民
事
訴
訟
法
の
改
正
課
題
』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
二
）
一
七
六
頁
以
下
。

（
51
）
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
や
中
国
法
、
台
湾
法
に
第
三
者
に
よ
る
再

審
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
特
に
第
三
者
の
手
続
保
障
に
主
眼
を
置

き
、
職
権
に
よ
る
訴
訟
通
知
制
度
と
併
せ
て
設
け
ら
れ
た
台
湾
の
第

三
者
取
消
訴
訟
制
度
は
、
台
湾
の
法
体
系
が
法
継
受
の
関
係
で
日
本

法
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
参
照
可
能
性
が
高
く
、
筆
者
が
関
心

を
寄
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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